
地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第3地区】 
 

小地域にお

け る 会 議

（生活圏域

レベル） 

【第1地区】 
 

小地域にお

け る 会 議

（生活圏域

レベル） 

【第2地区】 
 

小地域にお

け る 会 議

（生活圏域

レベル） 

個別課題 

解決機能 

地域づくり・

資源開発機能 

地域課題 

発見機能 

ネットワ－ク 
 
構築機能 

政策形成機能 

協議体：第 1 層（市町村レベル） 
３地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員、自治会、高齢者
クラブ、シルバー人材センター、介護支援専門員、訪問・通所介護事業
所などの代表、課題に関わりのある関係機関、団体など 

小地域における会議 
地域の課題の抽出や地域資源の把握、
関係者のネットワーク構築など 

広域的な取り組みが必要な課題の抽出 

青梅市・介護保険運営委員会など 

総合長期計画・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画などに反映 

全市的・具体的な取り組み構築 

・自立支援の理念の実現 

・地域包括ケアシステムの実現へ向けた施策の展開 

協議体：第2 層 
（生活圏域レベル） 

 
 
 
地域の多様なメンバーが主体となって「住
みやすい地域」について話し合い、支えあ
いの仕組みをできる範囲で考える「場」・
「チーム」 

第２層では解決不可能な課題 

 
地域ケア会議 

（個別事例検討） 
 
○高齢者の自立支援にかかるケア
マネジメントの支援に関するこ
と 

 
○地域包括支援ネットワークの構
築に関すること 

 
○個別ケースの課題分析等を行う
ことによる地域課題の把握に関
すること 

 
○その他高齢者の支援に関し必要
な事項 

連 携 

第2 層コーディネーター 

第2 層コーディネーター 

第1 層コーディネーター 

東青梅地区 

青梅地区 

河辺地区 

沢井地区 

梅郷地区 

長淵地区 

新町地区 

今井地区 

小曾木地区 

大門地区 

成木地区 

資料７の計画に使用する図の案
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３ 保険料設定の見込み 

第８期計画では、高齢者人口の増加、特に 75 歳以上の後期高齢者の増加に伴う要介護認定者数の

増加により、介護保険サービスの利用量が増えることが見込まれます。 

 

■保険料の主な上昇要因 

・介護報酬の 0.7％のプラス改定（うち 0.05％は、新型コロナウイルス感染症に対応するための

特例的な評価（令和３（2021）年９月までの間）） 

  

■保険料の主な低下要因 

・一定以上所得者の利用負担の見直し（高額介護サービス費および負担限度額認定） 

・平成 30 年度から創設された保険者機能強化推進交付金、令和２年度から創設された介護保険

保険者努力支援交付金の第１号被保険者保険料への充当 

 

４ 保険料上昇の抑制について 

保険者である市区町村は、介護給付費等準備基金を設けて、計画期間の初年度に発生が見込まれる

余剰金を積み立てる一方、給付費の不足が生じた場合に取り崩しを行うなど、被保険者に安定して保

険給付を提供するよう努めています。介護給付費等準備基金は、介護保険財政の安定を図るために大

切な役割を果たしていますが、基金を必要以上保有しないよう、本計画期間においては基金の一部を

取り崩し、第１号被保険者全体の保険料負担の上昇を抑えることとします。 

 

■公費による軽減 

・平成 27 年４月から、消費税率８％への引き上げによる増収分を活用して所得の低い方（所得

段階が第１段階）への保険料軽減措置を実施しています。また、令和元年 10 月から、消費税率

10%への引き上げによる増収分を活用して、所得の低い方（所得段階が第１段階から第３段階）へ

の更なる保険料軽減措置を実施しています。この軽減対策は、税と社会保障の一体的改革として

行われたもので、財源は、消費税の増収分をもとに、国が２分の１、都道府県が４分の１、市区

町村が４分の１ずつ、一般会計で賄っています。 

 

５ 介護サービス利用者の自己負担額 

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方に御負担いただきます。この利

用者負担については、介護保険制度開始以降、利用者の所得にかかわらず一律に１割とされてきま

した。しかしながら、団塊の世代の方がすべて 75 歳以上となる令和７（2025）年以降にも持続可能

な制度とするための制度改正が行われ、一定以上の所得のある場合、平成 27 年８月から２割負担

が、平成 30 年８月から３割負担（２割負担の方のうち、さらに所得の高い方）が導入されていま

す。  

ここに音声

コードが挿

入されます 

（後半部分を追記しています。）

（全文追記しています。）

資料７の差し替え（案）


